
様式－３

工 事 名 ○○ふ頭〇号岸壁背後護岸整備工事（R〇）

施 工 地 名 那覇港○○ふ頭地内

工 期 契約締結日の翌日～令和８年〇月〇〇日

第1条（共通仕様書の適用）

第2条（共通仕様書に対する特記及び追加事項

章 節 条 見出し 項

3 一般事項 1

2

3

4 主任技術者及び監理技術者の
雇用関係について

1

2

　　　　　　　　　　　　特　記　仕　様　書　　　　　　　［沖　縄　県］

特記及び追加仕様書事項

　本工事は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事共
通仕様書、土木工事施工管理基準（土木建築部制定）及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。
　施工は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準、並びに、その他の参考図書
の順とする。

令和８年度

特　　記　　仕　　様　　書

　本工事の施工に当たっては、沖縄県土木建築部制定の「土木工事共通仕様書」及び「港湾工事共通仕様書」に基づき実施しなければなら
ない。

　本工事共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記のとおりとする。

　受注者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点、もしくは疑義が生じた場合には、速や
かに監督職員と協議しなければならない。

　本工事は、「リサイクル原則化ルール」の実施に努め、「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体
等・再資源化等及び再生資源活用実施要領について」に基づき施工しなければならない。

　建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者（企業）と入用
関係について札執行日以前に3カ月以上の雇用関係が成立していなければならない。

　受注者は、着手届と共に、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類（監
理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通
知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料等の写し）を提示しなければならない。仮



章 節 条 見出し 項

99 工事費内訳書の提出

　　　　　　　　　　　　特　記　仕　様　書　　　　　　　［沖　縄　県］

様式－３

特記及び追加仕様書事項

　なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約
に係る掛金を記載すること。
※入札金額の内訳は、別添「那覇港管理組合発注工事における入札金額の内訳に係る対応について(お知らせ)」及
び「「労務費に関する基準」の運用方針」（令和７年12月国土交通省）を参考に記入すること。

仮


